様式第４号（第１０条関係）
令和　　年　　月　　日



西宮市長　様

申請者（成年後見人等）　　　　　　　　　　　 電話番号：
	住　所
	〒


	氏　名
	
	肩書
	


被後見人等（　□後見　□保佐　□補助　）
	住　所
	〒


	氏　名
	

	生年月日
	　　　年　　月　　日



　西宮市成年後見制度利用支援事業　申立に係る費用及び後見人等の報酬助成実施要綱第１０条の規定に基づき、裏面のとおり関係書類を添えて申請します。

助成対象期間のお住まい
助成対象期間：　　　　　　　年　　月～　　　　　　　年　　月
在宅の月数：　　ヶ月　　　　施設の月数：　　ヶ月
	期間
	居所
	施設名・施設形態など

	　　年　　月　　日～　　年　　月　　日
	自宅・自宅外
	


	　　年　　月　　日～　　年　　月　　日
	自宅・自宅外
	


	　　年　　月　　日～　　年　　月　　日
	自宅・自宅外
	



※被後見人等の所在が老人ホーム、サ高住、グループホーム、病院等で、実態として施設に準ずるところで生活している場合は、施設の月数に含みます。ただし、その月において1日でも在宅の日がある場合は在宅の月数に含みます。

その他確認事項　（該当する項目のみ記入）
・本人が介護保険被保険者の場合の介護保険者　　　　　：　　　　市
・本人が障害福祉サービスを利用している場合の実施主体：　　　　市
・本人が措置決定を受けている場合の実施主体　　　　　：　　　　市
・本人が生活保護を受給している場合の実施主体　　　　：　　　　市
・後見開始の申立人の種別　　　　　　　　　　　　　　：☐本人申立 □市長申立 □その他：　　　　　
・他市で助成を受けることができない　　　　　　　　　：□はい　□いいえ
※①他市に住所を有していても、介護保険・障害福祉サービス・措置の実施主体が本市の場合は助成対象です。
※②本市に住所を有していても、介護保険・障害福祉サービス・措置の実施主体が他市の場合は原則助成対象外です。なお、その場合でも介護保険等の実施主体から助成を受けられない場合は、本市での助成を検討します。

記
	添付書類

１　共通
□　①報酬付与の審判書（写し）
□　②後見等事務報告書
□　　　③財産目録
□　　　④現金出納簿
□　　　⑤通帳（写し）
□　　　⑥収支予定表
□　　　⑦その他家庭裁判に提出したもの
· ⑧領収書（写し。生活拠点が施設か在宅か通帳　
等で判別つかない場合に提出を求めます）

以下、当該財産がある者のみ提出必要なもの
· ⑨所有財産の評価額がわかるもの（写し）
· ⑩所有財産を換価できない正当な事由がある　
場合の上申書　※任意様式
· ⑪負債を証明する資料及び返済予定がわかる　
資料
	

２　個別（当てはまる場合のみ要提出）
（1） 生活保護受給者
□ ⑫生活保護受給証明書
※他市で受給している場合のみ要提出

（２）後見等開始審判後の最初の報酬に係る申請
□ ⑬後見等開始の審判書又は登記事項証明書の写し
※報酬付与審判の対象期間が「就職の日から」となっている場合のみ要提出

３　死亡時
· ⑭死亡を証する書類（除籍等のコピー）
· ⑮遺留金が分かる書類（最終的に確定した金銭出納帳、通帳等）


※番号別の注意事項は別紙参照


西宮市保有個人情報の確認に係る同意
西宮市長　様

私は、後見人等の報酬助成金を申請します。
なお、助成決定の審査にかかる被後見人等の住民票記載事項及び介護保険情報、障害福祉サービス情報、生活保護情報等を審査担当課が確認することに同意し、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

   　　　　年　　　　月　　　　日　　　　　　　申請者氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__

被後見人等氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　











以上


（別紙）申請時に提出不要
【番号別注意事項】
番号①
・裁判所からの審判書をコピーし、ご提出ください。
番号②～⑧
・裁判所に提出したもの全て市役所の方にご提出ください。家庭裁判所に提出していない現金出納簿や通帳があるときでも市役所には必ずご提出ください。
番号③
・家庭裁判所への報告の際に「前回の報告と変わりなし」のチェック欄にチェックするとき、市役所への提出する資料には、前回の報告時の内容を必ずご記入ください。
・施設に入所しており、施設に現金を預けている場合、現金欄もご記入ください。
番号④
・施設に入所しており、施設に現金を預けている場合、施設が保管している現金出納簿もご提出ください。
番号⑤
・通帳には、必ず助成対象期間中全てを記帳し、ご提出ください。なお、カードや現金での引き出しなど、通帳から使途が確認できない出金に関しては、出金額の横に支払い先を記入するなど出金使途を明確にしてください。
番号⑥
・前回と変わらなかった場合でも前回時の収支予定表をご提出ください。
番号⑧
・生活拠点が施設か在宅かを通帳等で確認ができない場合のみ提出を求めます。
　【例】・在宅となっているが、家賃の支払いが確認できない。
　　　 ・対象期間中に入院があった場合で、その期間が分からない。　など
番号⑨
・共通事項として直近のものをご用意ください。
（不動産）直近の固定資産税評価額証明書の写しをご提出ください。評価額が記載されていれば、納税通知書の写しでも構いません。
（生命保険、損害保険等）解約返戻金額を確認できる書類をご提出ください。
（有価証券等、債権、その他）財産目録に記載いただいている金額を確認できる書類をご提出ください。
番号⑩
・基本的に所有財産は資産計上しますが、換価できない正当な理由がある場合は資産計上しないことも検討します。そのため、正当な理由で資産計上しないことを希望する場合はご提出ください。様式は任意様式で構いません。
　【例】（不動産）･･･共有名義で売却できない、具体的な売却手続きを継続的に行っているものの買手が相当の期間つかず、報酬のための現金資産の用意がつく見通しがない　など
（未分割遺産）･･･裁判中で分割までに相当の期間がかかると見込まれる　など




番号⑪
・返済中の負債がある場合には、「負債を証明する資料」及び「返済予定がわかる資料」をご提出ください。
※後見等事務報告書（財産目録や収支予定表）内に返済予定が明記されている場合は、「返済予定がわかるもの」の提出を省略していただいて構いません。
※返済予定がない負債は、計算上の資産から控除する処理を行いません。
番号⑫
・他市で生活保護を受給している場合のみご提出ください。西宮市で生活保護を受給している場合には生活保護受給証明書の提出は不要です。
番号⑬
・後見等開始審判後の最初の報酬に係る申請で、報酬付与審判の対象期間が「就職の日から」となっている場合のみご提出ください。「就職の日」を確認するために提出を求めるものですので、後見等開始審判後の最初の報酬に係る申請であっても、対象期間について具体的な年月が記入されている場合は不要です。
番号⑭
・死亡を証する書類をご提出ください。通常であれば、死亡診断書や除籍、住民票除票のコピーです。
番号⑮
・後見等終了後、遺留金を確定させると思いますので、確定後に報酬助成の申請をするようにしてください。ただし、報酬助成の申請期限は審判日から３ヶ月以内ですのでご注意ください。３ヶ月での確定が難しい見込みの場合は予め担当課までご相談ください。
・遺留金が明確に分かる資料をご提出ください。
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